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別紙様式第四十 根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令

主務官庁：財務省　　　　　　　　　　　　　　

利子、配当金又は手数料等の支払又は支払の受領に関する報告書
財務大臣殿

（日本銀行経由）

報告者の区分(1.銀行 2.その他金融機関 5.その他)

責任者氏名

担当者の氏名

電話番号

１．支払 （単位:百万円）

金融会社間 金融会社間以外

合計

源泉徴収された
利子､配当金等の

合計金額 うち源泉徴収税として
控除された金額

証券貸借料
投資信託に係る株
式及び受益証券の

収益分配金

金融・証券
手数料等その他の配当金

親子会社等
の配当金

債券利子株式・持分配当金

親子会社等及び
関連企業との間

以外
（中長期）

親子会社等又は関連企業との間
親子会社等及び
関連企業との間

以外
（短期）

所在国又は地域
（国又は地域番号）

貸付利息又は借入利息
国又は地域番号が

「９９９その他」の場合
のみ具体的な所在国又は
地域名を記入すること

預金利息親子会社等及び
関連企業との間

以外 金融会社間以外

親子会社等又は関連企業との間

金融会社間

　これは様式の見本です。
　実際の電子報告には使用できません。

見本

シート名：１．支払 計数入力行数：100行
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２．支払の受領 （単位:百万円）

金融会社間 金融会社間以外

合計

親子会社等及び
関連企業との間

以外
（中長期）

親子会社等及び
関連企業との間

以外
（短期）

所在国又は地域
（国又は地域番号）

国又は地域番号が
「９９９その他」の場合
のみ具体的な所在国又は
地域名を記入すること

貸付利息又は借入利息

預金利息

株式・持分配当金 債券利子

親子会社等又は関連企業との間

金融会社間

親子会社等及び
関連企業との間

以外

親子会社等又は関連企業との間
親子会社等
の配当金

その他の配当金
金融会社間以外

うち源泉徴収税として
控除された金額

投資信託に係る株
式及び受益証券の

収益分配金
証券貸借料

金融・証券
手数料等

源泉徴収された
利子､配当金等の

合計金額

見本

シート名：２．支払の受領 計数入力行数：100行
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（記入要領）

１　「責任者氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。

２　「所在国又は地域（国又は地域番号）」欄には、原取引（支払又は支払の受領の原因となった取引をいう。）の相手方の所在国又は地域を記入すること。

ただし、原取引の相手方の所在国又は地域を記入することが困難な場合には、支払又は支払の受領の相手方の所在国又は地域を記入して差し支えない。

３　報告者及び取引相手の双方が金融仲介業務（銀行業、金融商品取引業者又は保険業及びその他の金融業）を行う先である場合には「金融会社間」欄に、

それ以外の場合は「金融会社間以外」欄に記入すること。

４　報告者の区分が「１．銀行」に該当する者は、貸付利息、借入利息及び債券利子については「親子会社等及び関連企業との間以外」及び「親子会社等又は関連

企業との間」を合算し、「親子会社等及び関連企業との間以外」欄に記入すること。

５　「親子会社等」とは、報告者を別表第１の注第１号に掲げる居住者とした場合に、同号イからハまでに掲げるものに該当することとなるものをいい、「関連

企業」とは、同号ニからルまでに掲げるものに該当することとなるものをいう。

６　「中長期」欄には、発行時の満期が１年を超える債券に係る利子の受払を記入し、「短期」の欄には発行時の満期が１年以内の債券に係る利子の受払を記入

すること。

７　源泉徴収前の金額を記入すること（円以外の通貨については円に換算の上、記入すること。）。

８　所在国又は地域毎の合計額が百万円に満たない場合は、当該所在国又は地域についての記載を要しない。また、いずれの月中の合計額欄も百万円に

満たない場合は、本報告書の提出を要しない。

９　「源泉徴収された利子、配当金等の合計金額」欄には、源泉徴収された利子、配当金等の源泉徴収前合計金額を記入すること。

見本

シート名：記入要領


